
（下線部は改定部分）

ＩＣＴ活用工事実施要領

「情報化施工技術を活用した工事の試行」実施要領の一部改定について　新旧対照表

現　　行改　定　後

ＩＣＴ活用工事実施要領 
 

 
１ 目的 

 情報化施工技術は、情報通信技術（ＩＣＴ）を工事の測量、施工、出来形管理等に活用

（以下、「ＩＣＴ活用」という。）するものであり、農地部所管工事におけるＩＣＴ活用工

事の試行を円滑に実施するために本実施要領を定める。 

 なお、ＩＣＴ活用にあたっては本実施要領のほか情報化施工技術の活用ガイドライン

（農林水産省農村振興局整備部設計課）令和３年４月によるものとする。 

 

２ ＩＣＴ活用工事の内容 

(1) 対象工種および施工規模 

本実施要領におけるＩＣＴ活用の対象工種及び項目、施工規模は、下記とする。 

   ア 対象工種 

・共通工事（掘削、盛土、栗石基礎、砕石基礎、砂基礎、均しコンクリート） 

・管水路工事（管体基礎工（砂基礎等）） 

・ほ場整備工事（基盤造成、表土扱い・表土整地） 

・舗装工事（下層・上層路盤工、ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｱｽﾌｧﾙﾄ・砂利舗装工、不陸整正） 

   イ 施工規模 

     ・１件の工事における扱い土量の合計が 1,000m3 以上となる工事 

・ほ場整備工事で１件の工事における整地面積が 1.0ha 以上となる工事 

・１件の工事における施工面積が 3,000m2 以上となる舗装工事 

      なお、試行対象外工事として発注したものの、契約後に受注者からＩＣＴ活

用の取り組む旨の協議があった場合、試行対象工事へ変更することができる。 

 

(2)  ＩＣＴ活用工事の種別 

ＩＣＴ活用工事とは、以下に示す施工プロセスの各段階において、ＩＣＴを全面的 

に活用する工事である。 

① ３次元起工測量 

② 基本設計データ又は３次元設計データ作成 

③ ＩＣＴ建設機械による施工 

④ ３次元出来形管理等の施工管理 

⑤ ３次元データの納品 

①～⑤全ての段階においてＩＣＴを活用する工事を「ＩＣＴ活用工事」とする。

これに対し、②③のプロセスにおいてのみＩＣＴを活用する工事を「ＩＣＴ建機に

よる施工」とする。「ＩＣＴ活用工事」から③又は①③を除いた工事を「ＩＣＴ測

量による管理」とする。 

ＩＣＴ活用工事実施要領 
制  定：令和３年９月29日 農管第352号

一部改定：令和４年10月12日 農管第436号

 
１ 目的 

  情報化施工技術は、情報通信技術（ＩＣＴ）を工事の測量、施工、出来形管理等に活用（以

下、「ＩＣＴ活用」という。）するものであり、農地部所管工事におけるＩＣＴ活用工事の試行

を円滑に実施するために本実施要領を定める。 

  なお、ＩＣＴ活用にあたっては本実施要領のほか情報化施工技術の活用ガイドライン（農林

水産省農村振興局整備部設計課）令和４年４月によるものとする。 

 

２ ＩＣＴ活用工事の内容 

(1) 対象工種および施工規模 

 本実施要領におけるＩＣＴ活用の対象工種及び施工規模は、下記とする。 

  ア 対象工種 

   ① 共通工事 

 土工（掘削、床掘、盛土、栗石基礎、砕石基礎、砂基礎、均しコンクリート） 

     付帯構造物（コンクリートブロック積み、コンクリートブロック張り、石積(張)工、

コンクリート側溝工、コンクリート管渠工） 

   ② 管水路工事（管体基礎工（砂基礎等）） 

   ③ ほ場整備工事（基盤造成、表土扱い、表土整地） 

   ④ 舗装工事（下層路盤工、上層路盤工、コンクリート舗装工、アスファルト舗装工、砂

利舗装工、不陸整正） 

  イ 施工規模 

   ① 共通工事の土工及び管水路工事で、１件の工事における扱い土量の合計が 1,000m3 以

上となる工事 

   ② ほ場整備工事で、１件の工事における整地面積が 1.0ha 以上となる工事 

   ③ 舗装工事で、１件の工事における施工面積が 3,000m2 以上となる舗装工事 

  ※共通工事の付帯構造物は、①～③の関連施工工種として実施する 

    

(2)  ＩＣＴ活用工事の種別 

ＩＣＴ活用工事とは、以下に示す施工プロセスの各段階において、ＩＣＴを全面的 

に活用する工事である。 

① ３次元起工測量 

② 基本設計データ又は３次元設計データ作成 

③ ＩＣＴ建設機械による施工 

④ ３次元出来形管理等の施工管理 

⑤ ３次元データの納品 

①～⑤全ての段階においてＩＣＴを活用する工事を「ＩＣＴ活用工事」とする。これに

対し、②③のプロセスにおいてのみＩＣＴを活用する工事を「ＩＣＴ建機による施工」と

する。「ＩＣＴ活用工事」から③又は①③を除いた工事を「ＩＣＴ測量による管理」とす

る。 
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（下線部は改定部分）

「情報化施工技術を活用した工事の試行」実施要領の一部改定について　新旧対照表

現　　行改　定　後

ＩＣＴ活用工事実施要領

(3) 各段階におけるＩＣＴ活用 

ア  ３次元起工測量 

着工前の現場状況の把握及び設計照査のために行う起工測量において、３次元

測量データを取得するため、下記①～③の技術を選択（複数選択可）して測量を

行うものとする。 

①無人航空機（以下、UAV）を用いた起工測量 

②地上型レーザースキャナー（以下、TLS）を用いた起工測量 

③出来形管理用トータルステーション（以下、出来形管理用 TS）を用いた起工測量 

イ  基本設計データ又は３次元設計データ作成  

発注図書や３次元起工測量で得られたデータを用いて、３次元出来形管理を行

うための設計データを作成する。 

ウ ＩＣＴ建設機械による施工 

前述のイで得られた３次元設計データまたは施工用に作成した３次元データを 

用いて、下記①～④のＩＣＴ建設機械による施工を実施する。 

①３次元マシンコントロール（ブルドーザ）技術 

②３次元マシンガイダンス（ブルドーザ）技術 

③３次元マシンガイダンス（バックホウ）技術 

④３次元マシンコントロール（モータグレーダ）技術 

エ  ３次元出来形管理等の施工管理 

前述のウにより施工された工事完成物について、ＩＣＴを活用して施工管理を 

実施する。 

＜出来形管理＞ 

下記の技術を用いた出来形管理を行うものとする。（複数選択可） 

①UAV を用いた出来形管理技術 

②TLS を用いた出来形管理技術 

③出来形管理用 TSを用いた出来形管理技術 

＜品質管理＞ 

下記の技術を用いた品質管理を行うものとする。 

④TS・GNSS による締固め回数管理技術 

オ ３次元データの納品 

前述のエにより確認された３次元施工管理データを、工事完成図書として納品 

する。 

 

※監督・検査については、表－１に示すとおり３次元データに対応した要領により

対応することとする。 

※各段階における適用工種については、表―１を参照  

(3) 各段階におけるＩＣＴ活用 

ア  ３次元起工測量 

着工前の現場状況の把握及び設計照査のために行う起工測量において、３次元測量デ

ータを取得するため、下記の技術を選択（複数選択可）して測量を行うものとする。 

①ＴＳ等光波方式を用いた起工測量 

②ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

③ＵＡＶ空中写真測量を用いた起工測量 

④ＴＬＳ（地上型レーザースキャナー）を用いた起工測量 

⑤ＵＡＶレーザーを用いた起工測量 

⑥地上移動体搭載型ＬＳ（レーザースキャナー）を用いた起工測量 

⑦ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 

イ  基本設計データ又は３次元設計データ作成  

発注図書や３次元起工測量で得られたデータを用いて、３次元出来形管理を行うため

の設計データを作成する。 

ウ ＩＣＴ建設機械による施工 

     前述のイで得られた３次元設計データまたは施工用に作成した３次元データを用い

て、下記のＩＣＴ建設機械による施工を実施する。 

①３次元マシンコントロール（ブルドーザ）技術 

②３次元マシンガイダンス（ブルドーザ）技術 

③３次元マシンコントロール（バックホウ）技術 

④３次元マシンガイダンス（バックホウ）技術 

⑤３次元マシンコントロール（モータグレーダ）技術 

エ  ３次元出来形管理等の施工管理 

     前述のウにより施工された工事完成物について、ＩＣＴを活用して施工管理を実施す

る。 

＜出来形管理＞ 

下記の技術を用いた出来形管理を行うものとする。（複数選択可） 

①ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理技術 

②ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理技術 

③ＵＡＶ空中写真測量を用いた出来形管理技術 

④ＴＬＳ（地上型レーザースキャナー）を用いた出来形管理技術 

⑤ＵＡＶレーザーを用いた出来形管理技術 

⑥地上移動体搭載型ＬＳ（レーザースキャナー）を用いた出来形管理技術 

⑦ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理技術 

⑧施工履歴データを用いた出来形管理技術 

＜品質管理＞ 

下記の技術を用いた品質管理を行うものとする。 

⑨TS・GNSS による締固め回数管理技術 

オ ３次元データの納品 

 前述のエにより確認された３次元施工管理データを、工事完成図書として納品する。 

※監督・検査については、表－１に示すとおり３次元データに対応した要領により対応す

ることとする。 

※各段階における適用工種については、表―１を参照 
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（下線部は改定部分）

「情報化施工技術を活用した工事の試行」実施要領の一部改定について　新旧対照表

現　　行改　定　後

ＩＣＴ活用工事実施要領

全面改定

表―１ ＩＣＴ活用と適用工種 

段階 技術名 対象作業 
建設 

機械 

適用工種 

施工 

管理 

／ 

監督 

・ 

検査 

要領 

共通工事 
管水路 

工事 

ほ場整備 

工事 
舗装工事 

掘削 

盛土 

栗石基礎

砕石基礎

砂基礎 

均しコン

クリート 

管体 

基礎工 

（砂基

礎等） 

基盤造成

表土扱

い・ 

表土整地 

下・上層路

盤、ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ・ｱｽﾌｧﾙﾄ・

砂利舗装、

不陸整正 

３次元

測量／

３次元

出来形

管理等

の施工

管理 

UAV による 

起工測量／ 

出来形管理技術 

測量 

出来形計測 

出来形管理 

― ○ ― ― 表土整地 ― 
①④ 

⑤⑥ 

TLS による 

起工測量／ 

出来形管理技術 

測量 

出来形計測 

出来形管理 

― ○ ― ― 表土整地 

下･上層路盤 

ｺﾝｸﾘｰﾄ･ｱｽﾌｧ

ﾙﾄ舗装 

①⑦ 

出来形管理用 TS に

よる起工測量／ 

出来形管理技術 

測量 

出来形計測 

出来形管理 

― ○ ○ ○ 
基盤造成 

表土整地 

下･上層路盤 

ｺﾝｸﾘｰﾄ･ｱｽﾌｧ

ﾙﾄ･砂利舗装 

① 

TS・GNSS による 

締固め回数管理技術 

締固め回数 

管理 

ﾛｰﾗｰ 

ﾌﾞﾙﾄﾞｰ

ｻﾞ 

○ ― ― ○ ― ②③ 

ICT 建

設機械

による

施工 

３次元マシン 

コントロール技術 

 
ブルド

ーザ 
○ ― ― ○ ― ① 

 
ﾓｰﾀ 

ｸﾞﾚｰﾀﾞ 
― ― ― ― 

不陸整正 

下･上層路盤 
① 

３次元マシン 

ガイダンス技術 
 

ブルド

ーザ 

バック

ホウ 

○ ― ― ○ ― ① 

凡例 ○適用可 ―適用外 

【要領一覧】 

①情報化施工技術の活用ガイドライン（農林水産省農村振興局整備部設計課） 

②TS・GNSS を用いた盛土の締固め管理要領（国土交通省） 

③TS・GNSS を用いた盛土の締固め管理の監督・検査要領（国土交通省） 

④UAV を用いた公共測量マニュアル（案）（国土地理院） 

⑤公共測量における UAV の使用に関する安全基準（案）（国土地理院） 

⑥無人飛行機の飛行に関する許可・承認の審査要領 

⑦地上レーザスキャナを用いた公共測量マニュアル（案）（国土地理院） 
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（下線部は改定部分）

「情報化施工技術を活用した工事の試行」実施要領の一部改定について　新旧対照表

現　　行改　定　後

ＩＣＴ活用工事実施要領

３ ＩＣＴ活用工事の実施方法 

 発注における入札公告等 

入札公告時等、別途定める特別仕様書（別紙－１）を添付し、適用対象とすることを明

示する。 

 

４  ＩＣＴ活用実施の推進のための措置 

  工事成績評定における加点措置 

「ＩＣＴ活用工事」を実施した場合、創意工夫における【施工】「１５ ＩＣＴ（情報通

信技術）を活用した情報化施工を取り入れた工事」において評価するものとする。 

また、受注者が「ＩＣＴ建機による施工」及び「ＩＣＴ測量による管理」を実施した場

合も、当面の間、評価の対象とする。 

 

５  ＩＣＴ活用の導入における留意点 

受注者が円滑にＩＣＴを導入し、活用できる環境整備として、以下を実施するものとす

る。 

(1)  施工管理、監督・検査の対応 

ＩＣＴ活用を実施するにあたって、施工管理要領、監督・検査要領（表―１ 

  ＩＣＴ活用と適用工種【要領一覧】）に則り、監督・検査を実施するものとする。 

監督員及び検査員は、受注者に従来手法との二重管理を求めない。 

 

(2)  設計データ等の貸与 

ア 発注者は、ＩＣＴ活用を実施する上で有効と考えられる、詳細設計等において 

作成した成果品と関連工事の完成図書は、積極的に受注者に貸与するものとす

る。 

イ  ２次元の設計ストックにより発注する場合、発注者は契約後の施工協議におい 

て３次元起工測量及び基本設計データ又は３次元設計データ作成を指示するもの

とし、これにかかる経費についても工事費において計上するものとする。この場

合の経費は、受注者から見積りを提出してもらい設計変更を行う。 

 

(3)  工事費の積算（詳細は「情報化施工技術の活用ガイドライン」（農林水産省農村 

振興局整備部設計課）を参照） 

発注者は、新潟県農地部積算基準に基づき積算を行い、発注するものとする。た

だし、契約後の協議において受注者からの提案によりＩＣＴ活用工事を実施する場

合、「情報化施工技術の活用ガイドライン」に基づく積算に落札率を乗じた価格に

より契約変更を行うものとする。 

「ＩＣＴ建機による施工」を実施する場合、ＩＣＴ建設機械等にかかる費用等に

ついては設計変更の対象とするが、３次元設計データ作成経費については、受注者

負担とし、設計変更の対象としない。 

TS・GNSS による締固め回数管理技術を実施する場合、品質管理に要する費用は共

通仮設費の率内である。（試験盛土に要する費用は、技術管理費に積上げ計上す

る。） 

 

３ ＩＣＴ活用工事の実施方法 

(1) 発注における入札公告等 

   入札公告時等、別途定める特別仕様書（別紙－１）を添付し、適用対象とすることを明

示する。 

   なお、試行対象外工事として発注したものの、契約後に受注者からＩＣＴ活用の取り組

む旨の協議があった場合、試行対象工事へ変更することができる。 

 

４  ＩＣＴ活用実施の推進のための措置 

(1) 工事成績評定における加点措置 

    「ＩＣＴ活用工事」を実施した場合、創意工夫における【施工】「１５ ＩＣＴ（情報通

信技術）を活用した情報化施工を取り入れた工事」において評価するものとする。 

   また、受注者が「ＩＣＴ建機による施工」及び「ＩＣＴ測量による管理」を実施した場

合も、当面の間、評価の対象とする。 

 

５  ＩＣＴ活用の導入における留意点 

  受注者が円滑にＩＣＴを導入し、活用できる環境整備として、以下を実施するものとする。 

 (1)  施工管理、監督・検査の対応 

    ＩＣＴ活用を実施するにあたって、施工管理要領、監督・検査要領（表―１ ＩＣＴ活

用と適用工種【要領一覧】）に則り、監督・検査を実施するものとする。 

  監督員及び検査員は、受注者に従来手法との二重管理を求めない。 

 

(2)  設計データ等の貸与 

ア 発注者は、ＩＣＴ活用を実施する上で有効と考えられる、詳細設計等において作成し

た成果品と関連工事の完成図書は、積極的に受注者に貸与するものとする。 

イ  ２次元の設計ストックにより発注する場合、発注者は契約後の施工協議において３次

元起工測量及び基本設計データ又は３次元設計データ作成を指示するものとし、これに

かかる経費についても工事費において計上するものとする。この場合の経費は、受注者

から見積りを提出してもらい設計変更を行う。 

 

(3)  工事費の積算（詳細は「情報化施工技術の活用ガイドライン」（農林水産省農村振興局整

備部設計課）を参照） 

発注者は、新潟県農地部積算基準に基づき積算を行い、発注するものとする。ただし、

契約後の協議において受注者からの提案によりＩＣＴ活用工事を実施する場合、「情報化施

工技術の活用ガイドライン」に基づく積算に落札率を乗じた価格により契約変更を行うも

のとする。 

なお、「ＩＣＴ測量による管理」について、「３次元座標を面的に取得する出来形管理技

術」は試行の対象外とするので、共通仮設費率及び現場管理費率に補正係数を乗じる設計

変更は行わないものとする。 

TS・GNSS による締固め回数管理技術を実施する場合、品質管理に要する費用は共通仮設

費の率内である。（試験盛土に要する費用は、技術管理費に積上げ計上する。） 
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（下線部は改定部分）

「情報化施工技術を活用した工事の試行」実施要領の一部改定について　新旧対照表

現　　行改　定　後

ＩＣＴ活用工事実施要領

(4)  ＩＣＴ活用工事における監督・検査体制の構築 

ＩＣＴ活用の推進を目的として、研修等でＩＣＴの習得を図る等、ＩＣＴ活用に 

精通した監督・検査体制構築を速やかに整えるものとする。 

(5)  現場見学会・講習会の実施 

ＩＣＴ活用の推進を目的として、官民等を対象とした現場見学会や講習会を随時 

実施するものとする。 

 

６  ＩＣＴ活用工事における工事完成図書の電子納品について（ＩＣＴ活用に係る電子納

品参考資料（別紙－２）参照） 

(1)  ３次元出来形管理等の施工管理及び３次元データの納品について 

３次元出来形管理等の施工管理及び３次元データの納品については、「新潟県電子

納品実施要領」による電子納品物とは別にＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒにて監督員に提出

するものとする。 

 

(2)  新潟県ＣＡＬＳシステムへの工事完成図書の電子納品について 

上記(1)により作成した電子納品物のうち、ＰＤＦによる出来形管理資料について 

は電子協議・電子納品ガイドライン（案）【工事編】に基づきＣＡＬＳシステム登録

を行い、電子納品するものとする。 

 

７ アンケート調査等 

(1)  対象工事の選定 

調査名 目的 対象工事 対象者 

簡易アンケート調査 活用目的及び課題等

の把握 

特別仕様書により適

用工事であることを

示された全工事 

受注者 

 

(2)  アンケート調査等の調査票の回収について 

受注者は、工事完了後直ちにアンケート調査の調査票（別紙－３）を監督員に提出

するものとする。 

監督員は、工事完了後直ちに調査票をＩＣＴ活用報告様式（別紙－４）と合わせて

農地管理課総合調整室に提出するものとする。 

なお、受注者がＩＣＴ活用を希望しなかった場合は、工事完了を待たずに遅滞なく

調査票（別紙－３）を提出するものとする。 

 

８ 別紙資料 

別紙－１ ＩＣＴ活用工事に関する特別仕様書 

別紙－２ ＩＣＴ活用に関する電子納品参考資料 

別紙－３ ＩＣＴ活用アンケート 

別紙－４ ＩＣＴ活用報告様式 

 

附則 

 １ この要領は、令和３年 10 月 20 日から施行する。 

(4)  ＩＣＴ活用工事における監督・検査体制の構築 

 ＩＣＴ活用の推進を目的として、研修等でＩＣＴの習得を図る等、ＩＣＴ活用に精通し

た監督・検査体制構築を速やかに整えるものとする。 

 

(5)  現場見学会・講習会の実施 

  ＩＣＴ活用の推進を目的として、官民等を対象とした現場見学会や講習会を随時実施す

るものとする。 

 

６  ＩＣＴ活用工事における工事完成図書の電子納品について（ＩＣＴ活用に係る電子納品参考

資料（別紙－２）参照） 

(1)  ３次元出来形管理等の施工管理及び３次元データの納品について 

３次元出来形管理等の施工管理及び３次元データの納品については、「新潟県電子納品実

施要領」による電子納品物とは別にＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒにて監督員に提出するものと

する。 

 

(2)  新潟県ＣＡＬＳシステムへの工事完成図書の電子納品について 

上記(1)により作成した電子納品物のうち、ＰＤＦによる出来形管理資料については電子

協議・電子納品ガイドライン（案）【工事編】に基づきＣＡＬＳシステム登録を行い、電子

納品するものとする。 

 

７ アンケート調査等 

(1)  対象工事の選定 

調査名 目的 対象工事 対象者 

簡易アンケート調査 活用目的及び課題等

の把握 

特別仕様書により適

用工事であることを

示された全工事 

受注者 

 

(2)  アンケート調査等の調査票の回収について 

受注者は、工事完了後直ちにアンケート調査の調査票（別紙－３）を監督員に提出する

ものとする。 

監督員は、工事完了後直ちに調査票をＩＣＴ活用報告様式（別紙－４）と合わせて農地

管理課総合調整室に提出するものとする。 

なお、受注者がＩＣＴ活用を希望しなかった場合は、工事完了を待たずに遅滞なく調査

票（別紙－３）を提出するものとする。 

 

８ 別紙資料 

別紙－１ ＩＣＴ活用工事に関する特別仕様書 

別紙－２ ＩＣＴ活用に関する電子納品参考資料 

別紙－３ ＩＣＴ活用アンケート 

別紙－４ ＩＣＴ活用報告様式 
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（下線部は改定部分）

「情報化施工技術を活用した工事の試行」実施要領の一部改定について　新旧対照表

現　　行改　定　後

別紙-1　ＩＣＴ活用工事に関する特別仕様書

ＩＣＴ活用工事に関する特別仕様書 
 
第１ ＩＣＴ活用について 

１．ＩＣＴ活用 
本工事は、情報通信技術（ＩＣＴ）の活用を図るため、受注者の発議により、下表の

適用工種に係る起工測量、設計図書の精査、施工、出来形管理、出来形管理資料の作成

等の各段階において、３次元データ（座標値）を用いた情報化施工技術を活用（以下、

「ＩＣＴ活用」という。）する工事である。 
 

ＩＣＴ活用技術 適用工種 
無人航空機（UAV）出来形管理技術 ○○工 ○○ 
地上型レーザースキャナー（TLS）出来

形管理技術 
○○工 ○○ 

出来形管理用トータルステーション

（TS）技術 
○○工 ○○ 

ＴＳ・ＧＮＳＳによる締固め回数管理技

術 
□□工 △△ 

マシンコントロール（MC）／マシンガイ

ダンス（MG）技術 
○○工 ○○ 

 
２．定義 
「ＩＣＴ活用工事」とは、建設生産プロセスの各段階において、ＩＣＴを全面的に活

用する工事である。これに対し、②・③のプロセスにのみＩＣＴを活用する工事を「Ｉ

ＣＴ建機による施工」という。「ＩＣＴ活用工事」から③又は①③を除いた工事を「Ｉ

ＣＴ測量による管理」という。 
① ３次元起工測量 
② 基本設計データ又は３次元設計データ作成 
③ ＩＣＴ建設機械による施工 
④ ３次元出来形管理等の施工管理 
⑤ ３次元データの納品 

ＩＣＴ活用工事に関する特別仕様書 

 
第１ ＩＣＴ活用について 

１ ＩＣＴ活用 
  本工事は、情報通信技術（ＩＣＴ）の活用を図るため、受注者の発議により、下表の

適用工種に係る起工測量、設計図書の精査、施工、出来形管理、出来形管理資料の作成

等の各段階において、３次元データ（座標値）を用いた情報化施工技術を活用（以下、

「ＩＣＴ活用」という。）する工事である。 
ＩＣＴ活用技術 適用工種 

①ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理技術 ○○工 ○○ 
②ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管

理技術 
○○工 ○○ 

③ＵＡＶ空中写真測量を用いた出来形管理技術 ○○工 ○○ 
④ＴＬＳ（地上型レーザースキャナー）を用い

た出来形管理技術 
○○工 ○○ 

⑤ＵＡＶレーザーを用いた出来形管理技術 ○○工 ○○ 
⑥地上移動体搭載型ＬＳ（レーザースキャナ

ー）を用いた出来形管理技術 
○○工 ○○ 

⑦ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理技術 ○○工 ○○ 
⑧施工履歴データを用いた出来形管理技術 ○○工 ○○ 
⑨ＴＳ・ＧＮＳＳによる締固め回数管理技術 □□工 △△ 
マシンコントロール（MC）／マシンガイダン

ス（MG）技術 
○○工 ○○ 

 
２ 定義 
  「ＩＣＴ活用工事」とは、建設生産プロセスの各段階において、ＩＣＴを全面的に活

用する工事である。これに対し、②・③のプロセスにのみＩＣＴを活用する工事を「Ｉ

ＣＴ建機による施工」という。「ＩＣＴ活用工事」から③又は①③を除いた工事を「ＩＣ

Ｔ測量による管理」という。 
① ３次元起工測量 
② 基本設計データ又は３次元設計データ作成 
③ ＩＣＴ建設機械による施工 
④ ３次元出来形管理等の施工管理 
⑤ ３次元データの納品 
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（下線部は改定部分）

「情報化施工技術を活用した工事の試行」実施要領の一部改定について　新旧対照表

現　　行改　定　後

別紙-1　ＩＣＴ活用工事に関する特別仕様書

３．受注者は、「ＩＣＴ活用工事」、「ＩＣＴ建機による施工」、「ＩＣＴ測量による管

理」を行う希望がある場合、契約後、施工計画書の提出までにＩＣＴ活用計画書（参考

様式）により発注者へ発議を行い、協議が整った場合に下記４～11 によりＩＣＴ活用を

行うことができるものとする。 
 
（以下、「ＩＣＴ活用工事」、「ＩＣＴ建機による施工」、「ＩＣＴ測量による管理」を行う

場合） 
４．原則、本工事の施工範囲全てで適用することとし、具体的な工事内容及び対象範囲

を監督員と協議するものとする。なお、実施内容等については施工計画書に記載する

ものとする。 
 

５．ＩＣＴを用い、以下の施工を実施する。 
１）３次元起工測量 

受注者は、本工事の着工前の現場状況の把握及び設計照査のために行う起工測量に

おいて、下記の①～③の方法（複数選択可）により３次元測量データを取得するため

に測量を行うものとする。 
①無人航空機（UAV）を用いた起工測量 
②地上型レーザースキャナー（TLS）を用いた起工測量 
③出来形管理用トータルステーションを用いた起工測量 

２）基本設計データ又は 3 次元設計データ作成 
受注者は、設計図書や１）で得られたデータを用いて、３次元出来形管理を行うた

めの設計データを作成する。 
  ３）ＩＣＴ建設機械による施工 

２）で得られた３次元設計データまたは施工用に作成した３次元データを用いて、

ＩＣＴ建設機械により施工を実施する。 
①自動追尾型トータルステーション（ＴＳ）や衛星測位システム（ＧＮＳＳ）等の

位置測定装置を用いて建設機械の位置情報を測定し、施工個所の設計データと現

地盤データとの差分に基づき、排土板の高さ・勾配を自動に制御するシステム有

するブルドーザにより土工を行う。 
②自動追尾型トータルステーション（ＴＳ）や衛星測位システム（ＧＮＳＳ）等の

位置測定装置を用いて建設機械の位置情報を測定し、施工個所の設計データと現

地盤データとの差分をオペレータに提供するシステムを有するブルドーザにより

土工を行う。 
③自動追尾型トータルステーション（ＴＳ）や衛星測位システム（ＧＮＳＳ）等の

位置測定装置を用いて建設機械の位置情報を測定し、施工個所の設計データと現

地盤データとの差分をオペレータに提供するシステムを有するバックホウにより

土工を行う。 

３ 受注者は、「ＩＣＴ活用工事」、「ＩＣＴ建機による施工」、「ＩＣＴ測量による管理」を

行う希望がある場合、契約後、施工計画書の提出までにＩＣＴ活用計画書（参考様式）

により発注者へ発議を行い、協議が整った場合に下記４～11 によりＩＣＴ活用を行うこ

とができるものとする。 
 
（以下、「ＩＣＴ活用工事」、「ＩＣＴ建機による施工」、「ＩＣＴ測量による管理」を行う場

合） 
４ 原則、本工事の施工範囲全てで適用することとし、具体的な工事内容及び対象範囲を

監督員と協議するものとする。なお、実施内容等については施工計画書に記載するもの

とする。 
 
５ ＩＣＴを用い、以下の施工を実施する。 

(1) ３次元起工測量 
   受注者は、本工事の着工前の現場状況の把握及び設計照査のために行う起工測量に

おいて、下記の方法（複数選択可）により３次元測量データを取得するために測量を

行うものとする。 
①ＴＳ等光波方式を用いた起工測量 
②ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 
③ＵＡＶ空中写真測量を用いた起工測量 
④ＴＬＳ（地上型レーザースキャナー）を用いた起工測量 
⑤ＵＡＶレーザーを用いた起工測量 
⑥地上移動体搭載型ＬＳ（レーザースキャナー）を用いた起工測量 
⑦ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 

(2) 基本設計データ又は 3 次元設計データ作成 
   受注者は、設計図書や (1) で得られたデータを用いて、３次元出来形管理を行うた

めの設計データを作成する。 
  (3) ＩＣＴ建設機械による施工 

  (2)で得られた３次元設計データまたは施工用に作成した３次元データを用いて、Ｉ

ＣＴ建設機械により施工を実施する。 
 ① マシンコントロール（ＭＣ）技術 
   自動追尾型トータルステーション（ＴＳ）や衛星測位システム（ＧＮＳＳ）等の

位置測定装置を用いて建設機械の位置情報を測定し、施工個所の設計データと現地

盤データとの差分に基づき、建設機械の操作を自動に制御するシステム有する機械

により施工を行う。 
 ② マシンガイダンス（ＭＧ）技術 
   自動追尾型トータルステーション（ＴＳ）や衛星測位システム（ＧＮＳＳ）等の

位置測定装置を用いて建設機械の位置情報を測定し、施工個所の設計データと現地

盤データとの差分をオペレータに提供するシステムを有する機械により施工を行
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（下線部は改定部分）

「情報化施工技術を活用した工事の試行」実施要領の一部改定について　新旧対照表

現　　行改　定　後

別紙-1　ＩＣＴ活用工事に関する特別仕様書

４）３次元出来形管理等の施工管理 
施工された工事完成物について、下記①～③のＩＣＴを用いた出来形管理又は④の

ＩＣＴを用いた品質管理を行う。 
①無人航空機（UAV）を用いた出来形管理 
②地上型レーザースキャナー（TLS）を用いた出来形管理 
③出来形管理用トータルステーション（ＴＳ）を用いた出来形管理 
④ＴＳ・ＧＮＳＳによる締固め回数管理 
受注者は、土工の品質管理（締固め度）について、「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土

の締固め管理要領」（国土交通省）により実施する。砂置換法またはＲＩ計法との併

用による二重管理は実施しないものとする。なお、本施工着手前及び盛土材料の土質

が変わるごと、また、路体と路床のように品質管理基準が異なる場合に試験施工を行

い、本施工で採用する締固め回数を設定すること。 
５）３次元データの納品 

４）により確認された３次元施工管理データを、工事完成図書として電子納品す

る。納品は電子媒体（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ）によるものとし、ＣＡＬＳシステム

にはＰＤＦによる出来形管理資料のみ登録するものとする。 
 

６．上記５．１）～５）の施工を実施するために使用するＩＣＴ機器類は、受注者が調

達すること。また、施工に必要な基本設計データ及び 3 次元設計データは、受注者が

作成するものとする。使用するアプリケーションソフト、ファイル形式については、

事前に監督員と協議するものとする。 
  発注者は、基本設計データ及び 3 次元設計データの作成に必要な詳細設計におい

て、作成したＣＡＤデータを受注者に貸与する。また、実施する上で有効と考えられ

る以下の資料を受注者に貸与するものとする。なお、貸与を受けた資料については、

工事完成までに監督員へ返却しなければならない。 
 

 貸与資料 備考 
１ ○○業務報告書  
２ 図面の CAD データ  

 
７．上記５．１）～５）で使用するＩＣＴ機器に入力した基本設計データ又は 3 次元設

計データを監督員に提出すること。 

(4) ３次元出来形管理等の施工管理 
   施工された工事完成物について、下記①～⑧のＩＣＴを用いた出来形管理又は⑨の

ＩＣＴを用いた品質管理を行う。 
①ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理技術 

②ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理技術 

③ＵＡＶ空中写真測量を用いた出来形管理技術 

④ＴＬＳ（地上型レーザースキャナー）を用いた出来形管理技術 

⑤ＵＡＶレーザーを用いた出来形管理技術 

⑥地上移動体搭載型ＬＳ（レーザースキャナー）を用いた出来形管理技術 

⑦ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理技術 

⑧施工履歴データを用いた出来形管理技術 
⑨ＴＳ・ＧＮＳＳによる締固め回数管理 

  受注者は、土工の品質管理（締固め度）について、「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土

の締固め管理要領」（国土交通省）により実施する。砂置換法またはＲＩ計法との併

用による二重管理は実施しないものとする。なお、本施工着手前及び盛土材料の土質

が変わるごと、また、路体と路床のように品質管理基準が異なる場合に試験施工を行

い、本施工で採用する締固め回数を設定すること。 
(5) ３次元データの納品 
   (4)により確認された３次元施工管理データを、工事完成図書として電子納品する。

納品は電子媒体（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ）によるものとし、ＣＡＬＳシステムには

ＰＤＦによる出来形管理資料のみ登録するものとする。 
 
６ 上記５の施工を実施するために使用するＩＣＴ機器類は、受注者が調達すること。ま

た、施工に必要な基本設計データ及び 3 次元設計データは、受注者が作成するものとす

る。使用するアプリケーションソフト、ファイル形式については、事前に監督員と協議

するものとする。 
  発注者は、基本設計データ及び 3 次元設計データの作成に必要なＣＡＤデータ（詳細

設計で作成）を受注者に貸与する。また、実施する上で有効と考えられる以下の資料を

受注者に貸与するものとする。なお、貸与を受けた資料については、工事完成までに監

督員へ返却しなければならない。 
 

 貸与資料 備考 
１ ○○業務報告書  
２ 図面の CAD データ  

 
７ 上記５で使用するＩＣＴ機器に入力した基本設計データ又は 3 次元設計データを監督

員に提出すること。 
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（下線部は改定部分）

「情報化施工技術を活用した工事の試行」実施要領の一部改定について　新旧対照表

現　　行改　定　後

別紙-1　ＩＣＴ活用工事に関する特別仕様書

８．農業土木工事施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、３次元出

来形測量により形状が計測できる場合、出来形数量は３次元出来形測量に基づき算出

した結果とする。 
 

９．受注者は、当該施工技術の実施の有無に関わらずアンケート調査に協力するものと

し、調査の実施及び調査票については、監督員より別途指示する。 
 

10．確認及び検査 
  受注者は、監督員が行う施工段階確認や検査員が行う完成検査等において、施工管

理データが組み込まれた出来形管理用 TS を準備しなければならない。 
 

11．本特別仕様書に疑義を生じた場合または記載のない事項については、監督員と協議

するものとする。 
 
第２ ＩＣＴ活用の費用について 

受注者が契約後、施工計画書の提出までに発注者に発議を行い、協議が整った場合、

ＩＣＴ活用に要する費用は「情報化施工技術の活用ガイドライン」（農林水産省農村振

興局整備部設計課）により設計変更の対象とする。なお、基本設計データ及び 3 次元設

計データの作成を行った場合は、受注者は監督員からの依頼に基づき、作成費用につい

て見積書を提出するものとする。 
 

８ 農業土木工事施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、３次元出来

形測量により形状が計測できる場合、出来形数量は３次元出来形測量に基づき算出した

結果とする。 
 
９ 受注者は、当該施工技術の実施の有無に関わらずアンケート調査に協力するものと

し、調査の実施及び調査票については、監督員より別途指示する。 
 

10 確認及び検査 
  受注者は、監督員が行う施工段階確認や検査員が行う完成検査等において、施工管理

データが組み込まれた出来形管理用 TS を準備しなければならない。 
 

11 本特別仕様書に疑義を生じた場合または記載のない事項については、監督員と協議す

るものとする。 
 
第２ ＩＣＴ活用の費用について 

  受注者が契約後、施工計画書の提出までに発注者に発議を行い、協議が整った場合、

ＩＣＴ活用に要する費用は「情報化施工技術の活用ガイドライン」（農林水産省農村振興

局整備部設計課）により設計変更の対象とする。なお、3 次元起工測量、基本設計データ

及び 3 次元設計データの作成を行った場合は、受注者は監督員からの依頼に基づき、作

成費用等について見積書を提出するものとする。 
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（下線部は改定部分）

「情報化施工技術を活用した工事の試行」実施要領の一部改定について　新旧対照表

現　　行改　定　後

別紙-1（参考様式）　ＩＣＴ活用計画書

（工事名：□□地区○○○○工事）

　本工事において活用する技術について、「採用技術番号」欄に該当建設生産プロセスの作業内容ごとに採用する技術番号を記

載する。また、建設生産プロセスの各段階において、現場条件によりＩＣＴによる施工が適当でない箇所を除く土工施工範囲の全て

で活用する場合は、左側のチェック欄に「■」と記入する。

採用する

技術番号

(右記）

１　ＴＳ等光波方式を用いた起工測量

２　ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量

３　ＵＡＶ空中写真測量を用いた起工測量

４　ＴＬＳ（地上型レーザースキャナー）を用いた起工測量

５　ＵＡＶレーザーを用いた起工測量

６　地上移動体搭載型ＬＳ（レーザースキャナー）を用いた起工測量

７　ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量

８　その他の技術

（ ）

１　基本設計データ作成（断面管理）

２　３次元設計データ作成

１　３次元マシンコントロール（ブルトーザ）技術

２　３次元マシンガイダンス（ブルトーザ）技術

３　３次元マシンコントロール（バックホウ）技術

４　３次元マシンガイダンス（バックホウ）技術

５　３次元マシンコントロール（モータグレーダ）技術

③ＩＣＴ建設機械による施工

６　その他

※当該工事に含まれる右記 （ ）

作業の全てで活用する場合

に「■」と記入

１　ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理技術

２　ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理技術

３　ＵＡＶ空中写真測量を用いた出来形管理技術

４　ＴＬＳ（地上型レーザースキャナー）を用いた出来形管理技術

５　ＵＡＶレーザーを用いた出来形管理技術

④３次元出来形管理技術等の施 ６　地上移動体搭載型ＬＳ（レーザースキャナー）を用いた出来形管理技術

工管理 ７　ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理技術

８　施工履歴データを用いた出来形管理技術

※同上 ９　その他の技術

（ ）

□ ⑤３次元データの納品

注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、特別仕様書によるものとする。

□

□

①３次元起工測量□

②基本設計データ及び３次元設計

データ作成

□

□ 掘削工

□ 盛土工

□ 路体盛土工

不陸整正

□

ＩＣＴ活用計画書

会社名：○○○○建設(株)

建設生産プロセスの段階 作業内容 技術番号・技術名

下層路盤工

□ 路床盛土工

□ 法面整形工

□ 基盤造成工

１　ＴＳ・ＧＮＳＳによる締固め回数管理技術（土工）

□ 床掘工

□ 表土扱い工

□ 上層路盤工

□ 出来形

□ 品質

□ 表土整地工

□

（工事名：□□地区○○○○工事）

　本工事において活用する技術について、「採用技術番号」欄に該当建設生産プロセスの作業内容ごとに採用する技術番号を記

載する。また、建設生産プロセスの各段階において、現場条件によりＩＣＴによる施工が適当でない箇所を除く土工施工範囲の全て

で活用する場合は、左側のチェック欄に「■」と記入する。

採用する

技術番号

(右記）

１　UAVによる起工測量（土工）

２　TLSによる起工測量（土工）

□ ①３次元起工測量 ３　出来形管理用ＴＳによる起工測量

４　その他の技術

（ ）

※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成であり、Ｉ

□ ＣＴ建設機械にのみ用いる３次元設計データは含まない。

１　３次元マシンコントロール（ブルトーザ）技術

③ＩＣＴ建設機械による施工 ２　３次元マシンガイダンス（ブルトーザ）技術

※当該工事に含まれる右記 ３　３次元マシンガイダンス（バックホウ）技術

作業の全てで活用する場合

に「■」と記入 ４　３次元マシンコントロール（モータグレーダ）技術

５　その他

（ ）

１　UAV出来形管理技術（土工）

２　TLS出来形管理技術（土工）

④３次元出来形管理技術等の施 ３　出来形管理用ＴＳ技術による出来形管理技術（土工）

工管理 ４　その他の技術

□ （ ）

※同上

□ ⑤３次元データの納品

注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、特別仕様書によるものとする。

□

②基本設計データ及び３次元設計

データ作成

技術番号・技術名作業内容

ＩＣＴ活用計画書

会社名：○○○○建設(株)

建設生産プロセスの段階

□

□

□

□

□

□

５　ＴＳ・ＧＮＳＳによる締固め回数管理技術（土工）

出来形

法面整形工

表土整地工

基盤造成工

上層路盤工

下層路盤工

不陸整正

□

品質□

掘削工

盛土工

路体盛土工

路床盛土工

□

□

□

□
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（下線部は改定部分）

「情報化施工技術を活用した工事の試行」実施要領の一部改定について　新旧対照表

現　　行改　定　後

別紙-2　ICT活用に関する電子納品参考資料
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（下線部は改定部分）

「情報化施工技術を活用した工事の試行」実施要領の一部改定について　新旧対照表

現　　行改　定　後

別紙-2　ICT活用に関する電子納品参考資料
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